
広告掲出開始！

広告物の取付作業

広告の種類によって別途、費用がかかる場合があります。

広告物の納品

指定の場所に納品してください。

広告物デザイン審査

京都市交通局が定める基準により、デザイン審査があります。

広告のお申込みの流れ(一例）

まずは指定の広告取次人（広告代理店）に相談を！

お申し込みの手続きは京都市交通局の指定広告取次人（広告代理店）が行います。
１

お申し込みする広告の種類を決定！

市バスや地下鉄の車内広告や地下鉄駅構内広告など、多彩な広告媒体から選べます。
２

お申し込みする広告の空き状況を確認！
※広告代理店が交通局に確認します。

空きがない場合は申込ができませんので、早めにお申し込みください。
３

お申し込み

京都市交通局の指定の広告代理店にお申し込みください。
４

広告物の製作

お客様自身の製作はもちろん、広告代理店へ手配いただくことも可能です。
５

６

７

８
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